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精神科領域での医療および福祉機関における 
退院支援で生じる信念対立の構造 

-精神科病院と相談支援事業所へのインタビューによる実態調査-

梅津雄志、田中尚
東北福祉大学

要旨
今日、精神保健医療福祉領域では「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指し、重

層的な機関連携による支援体制の整備が求められている。そのような中、精神科病院と地域事業所がチー
ムとなり、プログラムを実施し、退院促進を支援することが重要とされる。しかし、チームを形成するこ
とは容易なことではなく、多様な阻害要因があると想定され、その一つとして「信念対立」が挙げられる。

本研究の目的は、精神科領域の退院支援において医療福祉機関の間で生じる信念対立の構造を明らかに
することである。精神科病院ならびに相談支援事業所に所属するソーシャルワーカーを対象とし、インタ
ビュー調査を実施した。構造構成的質的研究法をメタ研究法とし、事例-コード・マトリックスを用いて
分析した。

今回、医療および福祉機関の退院支援において生じる信念対立の要因には【職種的要因】【所属施設的
要因】【対人援助職的要因】が確認された。また、その要因により【支援者】が≪心理的反応≫が生じ、【連
携】に対する≪拒否感≫に至り、最終的には【対象者】への≪負担≫が起きていることが示唆された。一
方で、【思考的】【行動的】に適切な対処を行うことで信念対立の低減および≪チーム支援の促進≫に至る
可能性が示唆された。
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１．研究背景
我が国における精神障害者数は、年々増加傾向にあり、2017年には400万人を超えた1）。精神科病院で

は、平均在院日数は徐々に短縮されるも他国と比較すると高い水準で推移する 2）。2004年に「精神保健医
療福祉の改革ビジョン」の中で「入院医療中心から地域医療中心」3）といった基本方針が厚生労働省より
示された。また、精神科入院治療では、短期間の入院治療を規定して治療を行う病棟（精神科急性期治
療）は増加傾向にあり、精神科病院による新規入院者の「早期退院」が掲げられている4）。

また2017年に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」5）の構築が提言された。「精神障害にも
対応した地域包括ケアシステム」とは、「精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしを
することができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包
括的に確保されたシステム」を指す。保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機
関、その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、住居支援関係者などとの重層
的な連携による支援体制を整備することが求められている。

上記のような新しい政策が実効性を持つためには、具体的かつ効果的な支援プログラム化が求められ、
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関係者や各機関が目標を共有していく必要がある。また、精神科病院と地域事業所において「統合型プロ
グラム」の開発が必要とされ、精神科病院と地域事業所がチームとなり、プログラムを実施し、退院促進
を支援することが重要とされる6）。「統合型プログラム」は、精神科病院と地域事業所が相互に連携協働
し支援を取り組むことであり、支援ゴールは「プログラムを利用する人の地域生活への希望と動機を高
め、可能な限り早期の退院・地域移行を実現し、その後、再発、再入院することなく地域生活の維持・安
定をはかり（地域定着）、継続的な支援によって、自立（自律）的な地域生活を実現すること」とされる。
今日、医療福祉機関との連携、協働した取り組みは「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構
築に向けて重要性は高く、双方の連携が効果的に機能することで、精神障害者の安定した地域生活の実現
につながる環境をつくることができると考えられる。

チーム支援において協働支援チームを形成していくことが要となるが、それを形成することは容易なこ
とではなく、多様な阻害要因があると想定され、その一つとして「信念対立」が挙げられる。「信念対立」は、
2004年に竹田7）が初めて明確に指摘したことを契機に2005年、西條8）が構造構成主義を体系化したこと
で広がりをみせる。構造構成主義は、人間科学における建設的な議論を阻害する対立である「不毛な信念
対立」の超克を目指しており、様々な考え方が「信念対立」に陥ることなく諸学を基礎づける学的基礎た
ることを基本モチーフとしている。京極9）は「信念対立とは、人々の疑義の余地なき確信が通じない状態
で生じる問題であり、疑義の余地なき確信とは、人々によって火を見るよりも明らかな認識/行為である」
とし、さらに林10）は「それぞれが、自分が前提としている価値観や世界観、認識論を自覚することなく
絶対視することにより起こる根源的な対立」と述べている。
「信念対立」は、多数の専門職が集まる領域で高い頻度で起きる。考え方、感じ方、捉え方が違うため

に対立が生じることがしばしばあり、そうした立場や価値観の相違から生じる争いや葛藤、ストレスなど
が、実践の質の低下を招く。また、当事者、専門職種間の人間関係悪化に繋がりチーム支援が機能しなく
なるとも報告されている11）~12）。

先行研究では、医療スタッフと対象者に関する信念対立13）や薬剤師間の信念対立14）、グループホーム
の運営における信念対立10）といった医療福祉機関の各々の中で生じている信念対立に関する研究は散見
されるが、医療機関と福祉機関の連携、退院支援に関する研究はほとんど行われていない。

今後、精神障害者が地域で安心した生活を実現するためには、医療機関と福祉機関が連携した協働支援
チームを形成し、チームで支援していくことが今以上に必要となることが考えられる。そのために精神科
領域での医療および福祉機関における退院支援で生じている「信念対立」の構造を探索的に検討すること
は重要な要素になると考える。

２．研究目的
本研究の目的は、精神科領域の退院支援において医療および福祉機関の間で生じる信念対立の構造を明

らかにすることである。具体的な信念対立の構造について先行研究13）15）を参考に「要因」「影響」「対処」
に分類し、検討する。本研究は、精神科領域における多機関チームの連携促進と支援の質の向上に寄与す
ることができ、その結果として精神障害者の安定した地域生活の実現につなげる環境をつくることができ
ると考える。

３．研究方法
１）研究デザイン

本研究は、探索的な研究であることから構造構成的質的研究法（Structure-Constructive Qualitative  
Research Method：以下SCQRAM）16）~17）をメタ研究法とした質的研究法を採用した。また、半構造化面
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接によるインタビュー調査とし、実施に際しては、インタビューやフォーカスグループに特化した質的研
究統合基準チェックリスト（Consolidated criteria for Reporting Qualitative research：COREQ）18）に準
拠した。

【SCQRAM】
SCQRAMは、西條によって体系化された構造構成主義を原理基盤とした質的研究法であり、質的研究

に対するメタ研究法として開発された。「関心相関的アプローチ」をメタ方法論とし「関心相関性」といっ
た中核概念を基盤とする。「関心相関性」とは「存在や意味や価値といったものは、すべて身体や欲望、
関心、目的といったものと相関的に規定される」ことを示し、SCQRAMにおいて研究法は方法であり、
目的を達成するための手段であると考える。研究における「関心」とは「研究目的」「リサーチクエスチョ
ン」を意味しており、SCQRAMは、研究の目的、リサーチクエスチョンに応じて、認識論や方法論を選
択できる。そのため、質的研究法を部分的に組み合わせて分析することが可能となる。

SCQRAMにおける飽和は、「構造」が現象をうまく説明でき、目的を達成していれば、役立つ知見と
なり得るため飽和に至ったと判断できるとしており、「目的相関的飽和」と呼称される。

認認識識論論 デデーータタ 概概念念化化
概概念念間間のの
関関係係のの検検討討

論論文文化化 理理論論化化
カカテテゴゴリリーー間間のの
関関係係のの検検討討

カカテテゴゴリリーー化化

関心相関的アプローチ

図1　SCQRAMの基本手順
出典：友利ら「作業で創るエビデンス:作業療法士のための研究法の学びかた」2019　P240

２）用語の定義
信念対立とは医療および福祉機関の双方の間における価値観や立場の相違から生じる問題と定義した。

問題とは葛藤や不安、焦燥感、ストレスなど指す。また、退院支援とは退院促進、地域移行に関する医療
福祉機関で連携して退院を進める取り組みとした。

３）対象者
対象者は、精神科病院ならびに相談支援事業所に勤務するソーシャルワーカー（以下、SW）とし、本

研究の協力に同意が得られた人とした。狩野19）は、医療と福祉の連携を図る職種としてSWが望ましい
としており、本研究においても医療福祉機関での退院支援を主に行う職種としてSWが適当と考えた。

選定基準は以下の通りである。スノーボールサンプリングを用い、退院支援に取り組むSWから条件を
満たす人の紹介を受けた。

「選定基準」
①精神科病院ならびに相談支援事業所に勤務する精神保健福祉士および相談支援専門員。
②経験年数は3年以上とし、退院支援における相談援助の経験を有する者。
③研究の目的や方法等に同意を得た者。
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上記の①～③のすべてを満たす者とした。
なお、本研究は、東北福祉大学大学院倫理審査委員会の承認（承認番号：40）を得て実施した。研究参

加に際して、対象者に書面にて研究内容の説明および研究参加が任意であることを伝えた後、参加の同意
を得た。

4）実施期間およびデータ収集方法
実施期間は2021年7月から9月とした。研究協力者に同意を得た人に、電子メール（以下、Eメール）

で送付した事前アンケートを実施し、回答後、ビデオ会議システム（Zoom）にてインタビューガイドを
用いてインタビュー調査を実施した。

事前アンケートは、「信念対立に関する説明」「研究協力者の基本情報」「医療機関と福祉機関における
信念対立について」に分類し、記述式および選択式の回答とした。インタビュー当日までに研究協力者へ
回答を得た。また、インタビューガイド（表１）を事前に研究協力者へEメールにて送付した。

事前アンケートの結果を参照しながらインタビューガイドを用い、半構造化インタビューを実施した。
インタビューの発言や様子は、研究協力者から同意を得た上で録画をした。

インタビューの実施者は、8年間の精神科病院に勤務経験のある研究代表者が担当した。本研究を開始
するにあたりインタビュー調査の経験がある精神保健福祉士から話し方や質問の仕方および項目に関する
指導を受けた。予備調査によりインタビュー技術の向上を図った上で本研究を開始した。

表１　インタビューガイド
No. 質問内容
質問１ 施設の特徴や特色を教えてください。
質問２ （事前アンケート回答より）「退院支援を取り組む上で、難しいと感じる対象者」に関する具体的な理由を教えてください。
質問３ 価値観の違いを抱いた具体的な出来事を教えてください。
質問４ 質問３によって生じた感情・対処・結果について教えてください。
質問５ 立場（役割）の違いを感じた具体的な出来事を教えてください。
質問６ 質問5で生じた感情・対処・結果を教えてください。
質問７ 信念対立が生じた場合に対象者へどのような影響があったと感じますか。
質問８ 信念対立が連携にどのような影響を及ぼしたと感じますか。
質問９ （事前アンケート回答より）信念対立が生じても連携が効果的に機能するためにどのような対応をしましたか。
質問１０ 信念対立がチーム形成にどのような影響をしていると考えていますか。
質問１１ 本研究に参加して感じたことや考えたことを教えてください。
質問１２ 最後にこれだけは伝えたいことがあればお伝えください。

５）分析方法
インタビュー内容から逐語録を作成し、コーディング作業を行い、分析ワークシートを作成した。分析

ワークシートには双方の機関で共通した概念、定義を生成し、バリエーション、理論的メモには各々の機
関に分類して生成した。そして概念と概念の関係性からカテゴリーを形成し、カテゴリー間の関係性を検
討した上でコアカテゴリーを生成した。

モデル図を作成するにあたり事例-コード・マトリックスを組み合わせて分析を実施した。事例-コード・
マトリックスは事例の特殊性を超えた一般的な法則に加え、事例の個別性を明らかにすることができると
され20）、今回、少数事例から過度な一般化を防ぐことを目的に使用した。得られたカテゴリーと概念を縦
軸、事例を横軸としたマトリックスを作成した。
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４．調査結果
本研究には、精神科病院に所属する精神保健福祉士６名（男性：２名、女性：４名）、相談支援事業所

に所属する相談支援専門員６名（男性：２名、女性：４名）の合計12名の協力が得られた（表２）。イン
タビューはインタビューガイドを用い一人に対し、１回実施した。インタビュー時間は最大55分44秒、
最小24分21秒であり、全体平均時間は33分27秒であった。

分析ワークシート（表３）をもとに分析した結果、生成された概念は27個、カテゴリーは12個、コア
カテゴリーは８個であった。出現頻度の高い（50％以上）カテゴリーは９個であった。カテゴリーと概念、
各々の出現頻度を記した（表４）。出現頻度の低い（50%未満）カテゴリーを除いた上でモデル図を生成
した（図２）。

以下、本研究の目的ごとに結果の説明を行う。なお、コアカテゴリーは【　】、カテゴリーは≪　≫、
概念は〈　〉、生データは「　」で示す。生データの冒頭に発言者の所属機関を（　）で記し、精神科病
院を（精）、相談支援事業所を（相）とする。

表2　研究協力者一覧
MHSW=精神保健福祉士　相支員＝相談支援専門員　CP=心理士　PHN＝保健師
※資格は、精神科領域関連職種のみ記載

IIDD 施施設設 性性別別 経経験験年年数数 施施設設のの種種類類 資資格格

A 精神科病院 女性 9年 急性期・慢性期 MHSW

B 精神科病院 男性 12年 急性期・慢性期 MHSW

C 精神科病院 女性 13年 慢性期 MHSW

D 精神科病院 男性 9年 急性期・慢性期 MHSW

E 精神科病院 女性 6年 慢性期 MHSW

F 精神科病院 女性 3年 急性期・慢性期 MHSW

G 相談支援事業所 男性 17年 一般・特定相談 相支員,MHSW

H 相談支援事業所 女性 4年 特定相談 相支員,CP

I 相談支援事業所 女性 4年 一般・特定相談 相支員,PHN

J 相談支援事業所 男性 10年 一般・特定相談 相支員,MHSW,CP

K 相談支援事業所 女性 10年 一般・特定相談 相支員,MHSW

L 相談支援事業所 女性 8年 一般・特定相談 相支員,MHSW

1）退院支援で生じる信念対立の要因
信念対立の要因には【職種的要因】と【所属施設的要因】さらに【対人援助職的要因】といった3個の

コアカテゴリーに分類され、【職種的要因】においては≪中間的な立場≫といった1個のカテゴリーと2個
の概念が抽出された。【所属施設的要因】においては≪病院のシステム≫、≪敷居の高さ≫といった2個
カテゴリーと4個の概念が抽出された。【対人援助職的要因】においては≪アセスメント・支援方法≫、
≪退院先の入居施設≫といった2個のカテゴリーと6個の概念から構成された。また、出現頻度の高い（50％
以上）カテゴリーは≪中間的な立場≫、≪病院のシステム≫、≪アセスメント・支援方法≫、≪退院先の
入居施設≫であった。
【職種的要因】における≪中間的な立場≫は「（精）地域で見て欲しいという先生と相談支援専門員と間
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の板挟みがありました」「（相）サービスを提供してる方が、あの先生の患者は（入居施設で）見たくない」
といった〈医療機関と福祉機関との板挟み〉が認められた。さらに「（精）ドクターの意見を変えられず
に退院支援をやや強引に進めてしまうことも救急病棟だとあったりする」「（相）主治医の圧みたいなのが
強く感じるときが私はまれにある」といった〈Dr中心のヒエラルキー〉が確認された。
【所属施設的要因】における≪病院のシステム≫は「（精）生活上のトラブルなのに医療の問題として入

院を勧められたりするけど、それは治療によって解決するものではない」「（相）医療を中心とした価値観
で、その方を見るのか、それとも生活者としての立場で本人を捉えるのかというところでの違いはある」
といった〈目標とする志向の相違〉が認められた。また、「（精）病院から求められる退院支援（3か月以
内に退院）をこなすっていうのに意識が行きすぎると地域支援者からの意見が大事なことなのに、いやそ
んなことって思うときはあります」「（相）1か月後に退院になると言われても福祉サービスにも手順があっ
て、すぐには使えない」といった支援の際の〈スピード感の違い〉が確認された。さらに「（相）病院側
としてはお金の問題とか、ベッド数とかもあると思いますが、もっと地域で頑張れないかとか、具体的に
いえば、3カ月頑張ってほしいと言われてしまう」と相談支援事業所にのみ〈入院するための条件〉の提
示などが認められた。

≪敷居の高さ≫では「（精）一部の地域支援者のソーシャルワーカーから今までPSのPに抵抗を持って
ましたってアンケート回答が多かったです。その時に医療機関に対するソーシャルワーカーへのハードル
があると思いました」「（相）福祉の相談員さんって直接病院さんと連絡を取り合ったり、ワーカーさんと
話をしたりってことを怖がる人が多いです」といった〈精神科病院に対する敷居の高さ〉に関することが
認められた。
【対人援助職的要因】における≪アセスメント・支援方法≫では「（精）相談支援事業所に新規で頼む時っ

てその人たちって本人に会ってないんです。（中略）会ってもないのに本当に就労できるのかと言ってく
ることが多いです」「（相）本人の特性とかも考えながらいろいろな選択肢の中で選択していただくともっ
とご本人さんたちの地域定着がうまくいくのかなっていうところを感じます」といった〈支援者視点のア
セスメント〉が認められた。また、「（精）いつの間にか地域と相談支援事業者の方でも話が進んじゃって
情報共有されてこなかったりしました」「（相）（退院後）地域の福祉サービスが万能みたいな考えでお任
せしますと来られる方もいる」といった〈一方向の関わり〉が認められた。そして「（精）（支援者が）意
見を押し通してしまって患者様に対してもここでいいでしょとか問いかけている場面を目撃したりする」

「（相）退院イコールグループホームみたいなところもあるのでもうちょっと視野を広げて模索してもいい
のかな」といった〈個別性のない支援プラン〉が認められた。

≪退院先の入居施設≫では「（精）過去に精神的な疾患で問題行動があると（入居が）難しいと言われ、
受け入れ先を探すことが難しいと思うことはあります」「（相）（入居施設で）精神の人受け入れられないっ
ていうところが多いです」といった〈受入れ要件〉の困難が認められた。さらに「（精）地域の方が本人
たちを長くみている経過があるので、心配なことも多いと思う」「（相）長期入院になればなるほど、一人
暮らしができる力がもっていたとしても地域の方って受け入れてくれる可能性が低い」といった〈地域生
活への心配と不安〉が確認された。そして「（精）その人に合った対処を伝えても、そういう対処はでき
ないですと言われる」「（相）実際に地域の中に出てくると、やっぱり病院の中ではできても難しいことが
ある」といった〈対処方法〉を巡っての対立が認められた。

２）退院支援で生じる信念対立の影響
信念対立を引き起こす要因から退院支援における影響として【支援者】、【連携】そして【対象者】といっ

た3個のコアカテゴリーに分類された。【支援者】には≪心理的反応≫といった1個のカテゴリーと2個の
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概念、【連携】には≪チーム支援の促進≫、≪拒否感≫といった2個のカテゴリーと4個の概念、そして【対
象者】には≪負担≫といった1個のカテゴリーと2個の概念が抽出された。また、出現頻度の高い（50％以上）
カテゴリーは≪心理的反応≫、≪チーム支援の促進≫、≪拒否感≫、≪負担≫であった。
【支援者】における≪心理的反応≫は「（精）患者さんにとっていいことなのかって不安とか葛藤があり

ました」「（相）（信念対立が生じたら）怒りもあるかなと思います」といった〈葛藤・不安〉や〈怒り・
焦燥感〉が確認された。
【連携】における≪チーム支援の促進≫は「（精）信念対立が正直私はマイナスだという認識はあんまり

なくて、信念対立があるからこそ連携が図れていく」「（相）いろんな意見とか視点とか、価値観があって
それをうまいことみんなで組み合わせれば良い」といった〈信念対立解明による連携の促進〉の意義が確
認された。一方で、≪拒否感≫としては「（精）相談支援事業所さんが長く関わっているため、病院側の
意見を受け入れてくれないことはあります」「（相）価値観とか視点がぶつかって対立してしまうことで、
連絡が取りにくくなるとか、話し合いの場で対等に意見交換ができなくなる」といった〈意見交換の困難さ〉
が認められた。また、「（精）お願いするのをやめようかなと諦めたりとかしてなかなか進まないことがあ
る」「（相）医療機関との退院支援で考えていくと、諦めている部分もある」といった〈妥協・諦め〉が確
認された。さらに「（精）おかしいなと思ったときは（その）事業所にお願いする回数は減ると思います」

「（相）（信念対立が生じた施設に）一緒にやりませんかっていうのも最近あんまりないかもしれないです」
といった〈拒絶・抵抗感〉が抽出された。
【対象者】における≪負担≫としては「（精）退院後のことが決まらないことでもやっぱり不調になる

人もいたし、患者さん自身も焦りが出たりとか対応しきれなくなるという影響が出たことはありました」
「（相）（双方機関で）方向性が違うことで本人に我慢してもらったり、待ってもらったりしなくてはなら
ない状況になる」といった〈心理的ストレス〉が確認された。他には「（精）どこでもいいならピンキリ
で（入居施設を）お願いできるんですけど、それだと長く地域で生活することができない可能性が高い」

「（相）医療機関と私たちとで連携して退院支援ができているケースは退院後の生活状況も再入院しないで
地域生活が長くできているかもしれない」といった〈再入院〉の回避に向けての認識などが認められた。

表3　分析ワークシート例

精神科病院 相談支援事業所

概念

定義

バリエーション

・生活態度が悪いっていうのを指摘されているんです
が、正直、医療分野でまかなえるところではないかと
思いまして。(A氏)
・仕事で結婚する恋愛中出産するっていうことについ
て御病状と関係ないのに良いと悪いかの判断を医療に
求めるっていうのが何かちょっと違うかなっていうと
きがあります。(C氏)
・ここまでは地域でこうサポートできるんじゃない
かって思うこともあってその辺の話し合いがうまく
いっていないというか、わからないのかなっていうの
があったりはしますね。(F氏)
・・・・

・今病院の方もその薬効かない人は入院させないよみ
たいな感じで地域にいても、これは病気の部分じゃな
くて性格の部分でそうなってる不具合だから入院して
も何にも変わんないから入院させないよとかいったと
ころもあったりして…(G氏)
・やっぱり医療機関も治療ですし、メインが治療にな
りますし、福祉施設はこの地域での生活っていう事業
の目的というか、その時やってることが違うのでそう
いった中で立場とか役割の違いっていうのはあるんだ
なってのは感じているっていう感じですね(I氏)
・退院後の生活をこう担っていく方としては病状の安
定の他にも少し、本人の見立てと言いますか地域の生
活力みたいなところも一緒に見てもらえたらいいなっ
て思うことは多いです(K氏)
・・・・

理論的メモ
・病院としては症状が落ち着いたら退院支援を行って
いる所が多い。
・生活に関しては福祉側にお願いしたい。

・病気や症状の部分だけではなく、地域生活を送るこ
とを見据えた支援をして欲しい。

目標とする志向の相違

病院は病気、症状を、相談支援事業所は生活といった視点が異なる
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３）退院支援で生じる信念対立の対処
信念対立の対処として【思考面】および【行動面】といった2個のコアカテゴリーに分類され、【思考面】

では≪相対的価値観≫といった1個のカテゴリーと2個の概念が抽出された。また、【行動面】では≪意見
交換≫、≪対処方法の提示≫といった2個のカテゴリーと5個の概念が抽出された。また、出現頻度の高
い（50％以上）カテゴリーは≪相対的価値観≫、≪意見交換≫であった。
【思考面】における≪相対的価値観≫は「（精）臨床では信念対立が起きるのは当然だと思っていて、信

念対立があるからこそ連携が図れて、新たな考えが出てくる」「（相）どうしてそういうふう（対立）になっ
てしまっているのかっていうのが解決すれば、話し合いが良い方向へ進む」といった〈価値観・立場の相
違の必然性と意識化〉が確認できた。また、「（精）福祉機関の意見もうまく取り入れて医療機関も福祉機
関とうまく連携してうまく退院調整とかをできるようになれればいいなと思いました」「（相）支援者には、
多くの経験を積んできた方と、色々な価値観の方はいるので、話し合いをして、相手の話を聞くことでな
るべく理解をしてそれが利用者さんにとって、支援の阻害にならないようにしている。中立の立場でいる
ことを考えています」といった〈相互理解可能性の検討〉をしていた。
【行動面】における≪意見交換≫として「（精）先輩に相談して、アドバイスをもらっている」「（相）、

事業所の仲間で同じ悩みを持っている方に相談する」といった〈第三者への報連相〉や「（精）福祉施設
を理解した上でやらないとですが、対立に至らないように最初から根回しとかも予想できそうならしてい
る」「（相）少し早めに働きかけて入院中から地域が病棟に入っていくことやワーカーに応じて情報を共有
する時間を変えている」といった〈情報共有〉を行っていた。さらに「（精）1医療機関と1事業所の話に
せずに、県士会で取り上げて質の向上を図っている」「（相）自立支援協議会アンケートをとり、その結果
についてみんなで意見交換している」といった〈組織的な関わり〉をしていた。医療機関のみから得られ
たものとしては≪対処方法の提示≫であった。具体的には、「（精）何かあれば病院の方でフォローできま
すという提案をして調整する」といった〈フォロー体制整備〉や「（精）折衷案を提案して具体的な案を
提示している」といった〈折衷案の提示〉であった。

５．考察
１）退院支援で生じる信念対立の要因

本研究における医療および福祉機関の退院支援で生じる信念対立の要因は、SWの職業特性に関する【職
種的要因】、医療機関と福祉機関の各々における【所属施設的要因】さらに精神保健医療福祉領域におけ
る【対人援助職的要因】がある可能性を示唆した。
【職種的要因】に関しては、SWは、職務遂行上、調整役としての役割を担うことから21）≪中間的立

場≫になる可能性が高い。医療機関では病院スタッフと福祉機関との調整役、福祉機関では病院やグルー
プホームなどとの調整役を担っている。また、病院は〈Dr中心のヒエラルキー〉といった構造的背景があり、
医師の指示の下、医療機関のSWが退院支援を行っている。こうした職務上〈医療機関と福祉機関との板
挟み〉になっている状況が信念対立の要因となっていると考えられる。
【所属施設的要因】に関しては、≪病院のシステム≫において、SWの基本的な考え方は「生活モデル」

が中心であるが、それに対し医師や看護師は、対象者を「医学モデル」でとらえる傾向にある22）。医療機
関は〈Dr中心のヒエラルキー〉が成り立っており、治癒を指向した医学モデルの考え方が強いと想定さ
れる。そのため、医療機関のSWは生活モデルを意識しつつも、医療機関に所属することから、医学モデ
ルの考え方も取り入れて支援を検討していることが〈目標とする志向の相違〉を招いていると考えられる。
さらに近年、精神科病院による新規入院者の「早期退院」が掲げられ、3か月以内の退院を目指している。
そのような制度的・医療経営上の理由が大きく影響して〈スピード感の違い〉や〈入院するための条件〉
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の提示に至っていると考える。
さらに、少数ではあるが、精神科病院に対する≪敷居の高さ≫が信念対立の要因になる可能性が語られ

た。川﨑23）は、国家資格と公的資格といった資格の差が影響していることを指摘しており、今回相談支
援事業所の研究協力者は精神保健福祉士や心理士といった精神障害者と関わった経験を持つ方がほとんど
であった。そのため、精神障害者と関わった経験のない相談支援専門員の中には、精神障害者に対する偏
見や知識不足といったことから精神科病院に対して抵抗感を抱き、結果として≪敷居の高さ≫に至る可能
性が推察される。
【対人援助職的要因】に関しては、≪アセスメント・支援方法≫において、精神保健福祉士は、社会福

祉士と比較して人数が限られており24）、さらに相談支援専門員においても同様に人数が限られている現状
にある25）。そのため、支援者一人ひとりが多忙となり時間的制約により対象者個々に対して十分に対応す
ることができず、〈支援者視点のアセスメント〉や〈個別性のない支援プラン〉に至っていることが考え
られる。さらに、〈一方向の関わり〉は多忙さに加え〈目標とする志向の相違〉とも相まって十分な話し
合いをせず、自身の思考の中で医療機関と福祉機関の役割を分担している可能性が考えられる。そのため、
「退院後の生活は福祉機関に任せる」など一線を引いた支援となっていることが信念対立を引き起こし

ている背景となっているのではないかと考える。
長期入院者の3割は退院後の生活環境が整えば退院できるとされており26）、≪退院先の入居施設≫は退

院支援において重要な選択となる場合が多い。しかし、現状としては他の障害者よりも精神障害者は偏見
を持たれやすく、精神障害者への理解が進まない現状にあることから精神障害者は入居できないといった
〈受入れ要件〉に支援者は葛藤を抱いていると推察する。また、精神科病院から退院した方の3割が退

院後6か月以内で再入院する実情がある。入居施設での対応が困難となり入院に至るケースが想定され、
同状態の繰り返しを避けたいことから退院に慎重となり、〈地域生活への心配と不安〉に至っていること
が想定される。そのような中、退院をして地域生活を送る上で、医療機関から伝えられた〈対処方法〉を
試みても地域生活では困難だった場合には、より信念対立を助長している可能性がある。

2）　退院支援で生じる信念対立の影響
前述した要因によって〈葛藤・不安〉〈怒り・焦燥感〉といった感情的な問題が【支援者】に≪心理的

反応≫として生じており、これは先行研究16）と同様の結果であった。そして【支援者】への影響が契機
となり、【連携】に影響を及ぼすことが示唆された。信念対立が生じることで支援者が自分の意見を控え、
相手施設や事業所またはスタッフとの〈意見交換の困難さ〉が生じ、双方の機関が協力し合うことを〈妥協・
諦め〉、さらには連携することへの〈拒絶・抵抗感〉になり≪拒否感≫へと至っている可能性が推察された。
こうした【連携】の影響が最終的には【対象者】に我慢をさせることや焦りを生じさせることで精神的な
不調に繋がり（〈心理的ストレス〉）、結果として〈再入院・退院拒否〉といった≪負担≫が起きることが
考えられた。一方で、信念対立を解明した（【対処】）連携を行うことで≪チーム支援の促進≫に至る可能
性が示唆された。

3）　退院支援で生じる信念対立の対処
医療および福祉機関の退院支援における信念対立に対して【思考面】、【行動面】といった対処を行って

いた。信念対立を低減させる方法として「相対可能性」と「連携可能性」を検討する必要が指摘される12）。
「相対可能性」とは、自分自身の考え方や感じ方はその他大勢の一つに過ぎないと自覚できることであり、

「連携可能性」とは、「相対可能性」を前提とし、状況や目的を共有し、協働していくことである。そのた
め、【思考面】において、SWの価値観や立場の違いは必然であるとみなし、意識化（〈価値観・立場の相
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違の必然性と意識化〉）し、相手の意見や立場を考慮し、意見を伝えること、互いが歩み寄る（〈相互理解
可能性の検討〉）といった≪相対的価値≫を持つことが信念対立に対する対処方法の一つである可能性が
示唆された。
【行動面】においては、信念対立を直接引き起こしていない人に〈第三者への報連相〉をすることや、

信念対立を直接引き起こしている人・施設との〈情報共有〉すること、そして県士会等へ働きかける〈組
織的な関わり〉といった≪意見交換≫を行っていた。

信念対立は「解決」ではなく、「解明」する必要があるとされる11~12）。「解決」は、信念対立の前提にあ
る自分の考え方、感じ方は考慮せず、妥協点を見いだしていく方法である。そのため、信念対立の根本は
明らかになっていないため、同様のケースが再び起きる可能性がある。一方で「解明」とは、信念対立が
起きた諸条件を把握し、その諸条件を変えていくことで信念対立が成り立たないようにしていく方法であ
る11~12）。信念対立がなぜ引き起こっているかの根本理由を考慮していくため、類似例が起きた際、対処可
能となる。そうしたことから、上記の【行動面】において「解決」ではなく「解明」を意識した対処をす
ることが望ましいと考える。また、医療機関のみから抽出された≪対処方法の提示≫は、前述したように
信念対立を助長している可能性があるため、対処としては慎重に行う必要があると考える。

上述した【思考面】、【行動面】といった対処を行うことで、≪チーム支援の促進≫に至る可能性があり、
さらには信念対立によって生じる負の影響を低減する可能性も示唆された。

4）　本研究における知見
本研究では精神科領域での退院支援において医療福祉機関の間で生じる信念対立の構造を説明できる

モデル図を提示することができ、研究目的に沿ったもととなっていると考えられ、「目的相関的飽和」に
至ったと判断した。

本研究における知見は、医療機関と福祉機関での退院支援を実施する際に生じうる信念対立の低減に繋
がり、さらには≪チーム連携の促進≫に至ることが考えられる。

信念対立は自身が当然と考える価値観などを自覚することなく絶対視することにより招く対立であるこ
とから普段、意識化されることは少ない。そのため、本研究で得られた信念対立の【要因】と【影響】を
日常的に意識し、今の自身の状況などを客観視するといったメタ認知的思考を持つことで絶対的な思考が
軽減され、不毛な信念対立は起きにくくなるのではないかと考える。さらに、信念対立に対して適切な対
処を行うことで機関間の退院支援では有意義な意見の相違が生まれて≪チーム支援の促進≫に繋がると考
える。

対象者の疾患的特徴や精神科領域の政策上、医療機関と福祉機関の退院支援は必要不可欠な取り組みで
ある。対象者，医療機関，福祉機関の相互の働きかけがなければ、地域で安心した生活を構築することは
難しいと考える。そのため、機関間の信念対立が連携、そして対象者の地域生活と回復過程に負の影響を
及ぼすことは避けることが望ましい。しかし、信念対立を効果的に機能させることで連携や対象者にとっ
て有益な影響をもたらす可能性が考えられる。そうしたことから、精神科領域における医療機関と福祉機
関の退院支援での信念対立を十分に検討していくことの必要性があると考える。

６．研究の限界と今後
本研究では、スノーボールサンプリングに準じた対象者の選定を行ったが、偏ったサンプリングとなっ

た可能性が考えられた。具体的には、今回協力を得たSWが勤務する精神科病院では、3か月を目途に退
院支援を取り組んでいる所が大半であったため、長期入院者を多く抱えた精神科病院とは、視点の相違が
出た可能性があった。また、今回協力を得た相談支援事業所のSWは、積極的に精神科病院と連携を取ろ
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うとしている人、また取れていると考えられる人が多かった。そのため、≪敷居の高さ≫を感じている相
談支援事業所のSWから得られる信念対立の要因や影響は変化する可能性が考えられた。

今後は、精神科病院であれば、退院支援において3か月を目途としない長期入院患者が多い病院、相談
支援事業所であれば、精神科病院に敷居の高さを感じている事業所やSWに関する調査が必要である。

また、今回精神科病院と相談支援事業所での退院支援時に生じる信念対立の【要因】と【影響】を明ら
かにするまでにとどまっている。信念対立が生じる前後で対応方法は異なると想定され、今後具体的な対
応を検討していく必要がある。
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